
大会運営の基準 

令和４年３月改訂 

１．Ａ／Ｂクラス出場資格について 

  １）Ａクラスへの出場は会員の自由です。 資格制限はありません。 

  ２）Ｂクラスの出場資格は次の通り。 

   ①直前の３大会において、ダブルス又はシングルスのＡクラスで１勝もあげられなかった人は

申告により、それぞれの種目毎にＢクラスに編入することができる。（出場しなかった大会

は対象外） 

   ②Ｂクラスで優勝、準優勝の経験がない人。 

   ③ミックス大会の成績は翌年度に影響することなく、且つ他の大会 

（ダブルス、シングルス）のＡ／Ｂクラス別の参考にしない。 

   ④その他、申告があったとき、理事会で検討する。 

  ３）Ａクラスの人とＢクラスの人がペアで出場するときは、Ａクラスとして申し込むこと。 

本項はダブルス、ミックスダブルス共にＡクラスとして申し込むこと。 

  ４）５５才に達したら、Ａ／Ｂクラスの選択は本人の自由です。 

  ５）年齢の基準日は、１２月３１日までに達していること。 

 

２．大会の申込について 

  １）各大会の申込期間内に、申し込み、入金の手続を行うこと。 

  ２）各大会申込期間終了後の、取り消し、選手の変更、追加はできません。 

  ３）各大会申込期間終了後の、取り消しについてはエントリー代の返金は行いません。 

  ４）下記大会については、申し込み状況等により考慮する場合があります。 

①女子親善大会 

②ベテランダブルス大会 

 

３．入賞の数について 

  各大会のクラス別の申込者数によって、次のように賞を与えます。 

  １）申込者数が     ５（人又はペア）以下は１位のみに。 

  ２）申込者数が ６～ ８（人又はペア）は１位と２位に。 

  ３）申込者数が ９～１５（人又はペア）は３位決定戦を行う。 

  ４）申込者数が    １６（人又はペア）以上は３位決定戦を行わない。 

 

４．団体戦について 

  １）エントリー名簿に、それぞれ男子６名、女子６名まで記入できる。 

  ２）登録クラブ員３４名までのクラブは、最大１チームまで申込ができる。 

  ３）登録クラブ員３５名以上のクラブは、最大２チームまで申込ができる。 

４）選手交代は試合毎に、チーム内エントリー名簿の範囲内で交代ができる。 

５）試合毎、メンバー表交換の際に男子３名、女子３名が揃っていなければならない。 



    選手が欠ける場合、レフリーが対戦成績を負けとして許可し、プレイすることができる。 

６）１チーム当り最大２名の選手を他クラブから補充するこができる。 

  但し、下記①～③に該当するクラブは選手の補充を考慮することができる。 

①女性のみのクラブ：男性選手を他クラブから補充することができる。（最大６名） 

②男性のみのクラブ：女性選手を他クラブから補充することができる。（最大６名） 

③登録クラブ員のうち女性、男性が不足するクラブ：それぞれ不足する選手を他クラブから

下記の範囲内で補充することができる。 

・女性登録クラブ員が不足する場合：６名から女性登録クラブ員人数を減じた人数まで。 

・男性登録クラブ員が不足する場合：６名から男性登録クラブ員人数を減じた人数まで。 

 

６）予選ラウンドは勝敗に係らず全試合行う。 

７）ゲームの順序は男子Ｄ－女子Ｄ－ミックスＤの順で進行する。 

８）決勝ラウンドは先に２勝したチームを勝者とする。 

 

５．春季、秋季埼玉県大会（予選）蕨市代表選手の推薦基準について 

  １）春季、秋季ダブルス大会（Ａクラス）においての上位入賞者。 

  ２）シングルス大会（Ａクラス）においての上位入賞。 

３）推薦選考大会においての上位入賞者。 

４）推薦基準の調整 

    ①上位入賞者が過少の場合は推薦を見送る場合がある。 

    ②上位入賞者が辞退したときは次の順位者が繰り上がる場合がある。 

    ③下記の人は推薦できない。 

      ・県大会の出場権を持つ人。 

      ・県大会推薦希望が蕨市以外の人。 

  ５）推薦を受けエントリーした人が当該大会を欠席する事態になったときは、速やかに協会へ 

     連絡しなければならない。 

  ６） 大会終了後、試合結果を速やかに協会へ連絡するよう努めなければならない。 

 

６．ペナルティ規程について 

  １）エントリー者と異なった選手が出場した場合。 

  ２）ダブルエントリーをした場合。但し他市の大会との予備日が同じの場合は可とする。 

  ３）県大会予戦・本戦、都市対抗戦はダブルエントリーとはしない。 

  ４）その他、スポーツマンシップに反する行為・言動があった場合、常任理事会で内容を審議 

    し、しかるべきペナルティを対象者及び登録クラブに対して通知をする事とする。   

 

７．その他 

  １）平成１１年４月より、セルフジャッジを採用しています。 

２）諸般の事情により、大会、行事等の中止、運営方法等を変更する場合があります。 

以上 


